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１０月１日（土）より、中央公民館ロビーに置いていた
分の新聞の場所が変わります。今後は図書室内にて
ご覧いただけます。閲覧室・ロビー等にてご覧にな
りたい場合は、申請書への記入が必要となります。

◎新聞の場所が変わります

紙製のブックカバーがかけられた本（１冊）を貸出します。
どれも職員による手作りです。中身は借りてみてからの
お楽しみ！　
◇期間　１０月２６日（水）～１１月９日（水）
◇対象　未就学児向け　６冊
　　　　小学生向け　　６冊　
　　　　大人向け　　　８冊
　　　　※なくなり次第終了いたします。

図 書 室 便 り

月の図書室カレンダー１１

お話し会「虹」の皆さんによるお話し会
を行います。
読んでほしい本がありましたら、当日で
も構いませんのでリクエストしてくださ
い。自宅の本の持ち込みも可能です。
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図書室での貸出・保存期間が終わった雑誌を、利用者の
皆さまに無償でおゆずりします。
◇期間　１０月２５日（火）午前１０時～１１月６日（日）午後５時
◇場所　中央公民館　図書室前廊下
・配布雑誌がなくなり次第終了いたします。
・多くの方にいきわたりますよう、１人１日３冊までと
させていただきます。

・お持ち帰りいただいた雑誌は返却できません。
・密を避けるため、混雑時は人数を制限してのご案内と
なります。待機中は間隔を空けての整列にご協力くだ
さい。また、開始時間前のご来館はお控えください。

図書室からのお知らせ

臨時休室のお知らせ

◇臨時休室日　１１月２２日（火）終日　
中央公民館の臨時休館に伴い、図書室も上記の日程が休
室となります。
※中央公民館入口前の返却ポストは通常通りご利用いた
だけます。

消費生活に関する
問合せ・相談は消費
 生活センターへ
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老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です

【ひとこと助言】
実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持
ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。このような
電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。話を聞いてしまうと、
さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難
です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。

【ひとこと助言】
実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持
ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。このような
電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。話を聞いてしまうと、
さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難
です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。

介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権がある」と電
話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾し
た。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪
だ。違反金６００万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われた。お金を用意したがだ
まされているのではないか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳代　女性）
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～以上、国民生活センター「見守り新鮮情報」より抜粋～

意図せぬリボ払い　利用明細は必ず確認

【ひとこと助言】
初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。申し込み時
には、よく確認しましょう。
利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合はリ
ボ払いが考えられます。不審に感じたらすぐにカード会社に確認しましょう。
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《事例１》クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプリ
なので面倒で見ていなかった。確認してみると、申し込み時からリボ払いで、
１００万円近い残額があることが分かった。　　　　　　　　（６０歳代　女性）

《事例２》解約したはずのクレジットカードの請求が来るので不審に思い、カード会社に
尋ねてみると「リボ払いになっており、支払う必要がある」
にリボ払いになっていたことに納得がいかない。　　　　　（７０歳代　男性）
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◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９
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司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。相談の２
日前までにご予約下さい。

【開催日時】１１月４日（金）午前９時３０分
から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談


